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特 記 仕 様 書 

 

委 託 番 号 令和8年度 第450号 

委託業務の名称 下層植生回復モデル業務委託 

委託業務の場所 米原市上丹生(一ノ谷) 

 

第１条 本業務の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「森林整備保全事業調査、

測量、設計及び計画業務標準仕様書（平成２９年3月（令和８年１月一部改正）

林野庁）および土木設計業務等委託必携（令和８年２月滋賀県土木交通部）およ

び別添「獣害防護柵点検仕様書」「植生調査仕様書」によるものとする。 

特記事項 

1. 点検・取りまとめ・補修 

(1) 獣害防護柵点検および補修の仕様については、別添「獣害防護柵点検仕様書」によるも

のとする。 

(2) 点検を行う時期については、監督職員との協議により決定するものとする。 

(3) 補修資材については、支柱の傾き補修用のロープ・支柱キャップ（フックタイプ）を除

き現地にて支給するものとする。 

(4) 補修資材を適正に保管するとともに、補修等で使用した数量、残り補修資材数量を点検

毎に速やかに報告すること。また、補修資材が現場にない、数量が少ない場合も同様に

報告すること。 

(5) 獣害防護柵補修後の獣害防護柵の仕様は以下のとおりとする(獣害防護柵設置標準図を参

考すること)。 

 ネット高 1.8m 以上とすること（支柱間でもっとも緩む場所含む）  

 地形等によってネット高 1.8m 以上確保できない場合、枝や PP ロープ等でかさ上げ

すること 

 ネットと地面との隙間ができないようにすること 

 ネットが地面を 20 ㎝以上覆うこと（スカート部分）  

 支柱地上高 2m 程度とすること  

 支柱が安定するよう 40 ㎝～50 ㎝十分打ち込むこと  

 支柱間隔は 3m 以内とすること  

 ネットを支柱に固定する際は結束バンド等を用い、地際まで固定すること  
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 結束バンドは耐候性のものを使用すること。 

 負荷が多くかかる支柱については必要に応じてアンカー、ロープ等で補強すること  

 アンカーは地際のネットの外側と内側を交互に 50 ㎝程度の間隔で打ち込むこと  

 アンカーは鉛直方向ではなく隣と異なる向きに打ち込むこと  

 ネットをつなぐ場合は 30 ㎝以上重ね、ネット同士を結束バンド等でしっかり留める

こと  

 獣害防護柵の出入り口を設けるものとし、場所、構造については事前に監督職員に協

議の上、同意を得ること。 

 資材等の置き場については、傾斜や積雪等を考慮すること 

(6) 獣害防護柵補修の設計数量については、最後の点検終了後、実情を考慮して変更するも

のとする。 

(7) 獣害防護柵補修にあたり撤去した材料は一か所に集め、数量を記録すること。集積場所

については、傾斜や積雪を考慮すること。 

 

2. ネット上げ・ネット下げ・追い出し 

(1) ネット上げ業務は令和 8 年 5 月 8 日までに終了し、令和 8 年 5 月 22 日までに監督職員に

確認を受けること。 

(2) ネット上げ業務については、防護柵内に鹿等の獣がいない状態で行う必要があるため、

ネット上げ完了前に必ず追い出しを実施すること 

(3) ネット上げ業務後の獣害防護柵の仕様については、獣害防護柵補修後の仕様を準用する

ものとする。 

(4) ネット上げ時に適正な編目の形（ひし形正方形）になるようにネットの位置を修正して

上げること。また、その位置を色付きの結束バンド等でマーキングしておくこと。 

(5) 補強支柱・ロープによる補強箇所については、緊結のゆるみが無いかを確認し、十分に

緊結したのちネット上げを行うこと。 

(6) R7 年度事業でたるみが報告された箇所（A 工区支柱 No.1.5.52.122.127.171 B 工区

No.117.138 C 工区 No.39.69.70.117.138.173.179）については支柱を追加してから上げ

ること。 

(7) ネット下げ業務に着手する前に、降雪期のネット保護の対策について監督職員と協議す
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るものとする。 

(8) ネット下げ業務を行う際、支柱の根元までネットを下げること。 

(9) ネット下げ業務を行う時期については、積雪期の直前に行う必要があるため、監督職員

との協議により決定するものとする。履行期間内にネット下げ業務を行うことが適切で

ないと判断される場合、履行期間の延長について監督職員と協議するものとする。 

(10) 点検により柵内への鹿等の獣の侵入が確認できた場合、監督職員に速やかに報告し、追 

い出しについて協議すること。 

(11) 支柱キャップ(フックタイプ)の設置箇所については現地で指示を行う。 
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3. 管理基準 

(1) 業務種別の出来型管理測定基準は以下のとおりとする。 

業務 測定項目 測定基準 

獣害防護柵補修 

延長 

資材規格 

支柱間隔 

設置高 等 

延長：全箇所測定 

資材規格：監督員と協議して定める 

支柱間隔：3m 以内(支柱再設置箇所ごとに測定) 

ネット高：1.8m以上(200mごと、もしくはネット再

設置箇所ごとに測定) 

ネット上げ業務 
延長 

設置高 

延長：全箇所測定 

ネット高：1.8m 以上(200m ごとに測定) 

ネット下げ業務 延長 延長：全箇所測定 

 

(2) 各業務の写真管理基準については、以下のとおりとする。 

業務 内容 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

獣害防護柵 

点検 

点検作業 

点検シートの項目

を確認し、記録す

る 

作業状況 
作業前 

作業中 

延長 200m ご

とに１回 

簡易な補修 

点検と並行して行

う小規模破損の補

修 

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

作業５箇所ご

とに１回 

侵入 

足跡・毛・獣道な

ど進入した痕跡を

確認し、記録する 

記録対象 
確認時 

適宜 

該当箇所ごと

に１回 

獣害防護柵 

補修 

支柱再設置 

破損した支柱を 

撤去し、新しい資

材で再設置を行う   

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

該当箇所ごと

に１回 

支柱基礎 

打ち直し 

基礎が不安定な 

支柱を基礎から 

打ち直す 

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

該当箇所ごと

に 1 回 

ネット 

再設置 

著しく破損したネ

ットを撤去し、新

しい資材で再設置

を行う 

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

延長 200m ご

と、もしくは

該当箇所ごと

に１回 

ネット上げ 

業務 
ネット上げ 

ネットを纏めてい

るロープを解き、

支柱にネットを固

定する 

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

延長 200m ご

とに１回 

業務 内容 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

ネット下げ 

業務 
ネット下げ 

支柱からネットを

外し、下ろしたネ

ットをロープで纏

める 

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

延長 200m ご

とに１回 



5 
 

追い出し業務 追い出し 

ネット上げ完了前

に、柵内から鹿等

の獣を追い出す 

作業状況 

作業前 

作業中 

作業後 

作業 1 回ごと

に 1 回 

※ 撮影頻度については監督職員との協議により変更することができる 

4. その他 

(1) 受注者は業務進捗に応じて、調査結果等を整理するものとし、監督職員がそれらの提出

を求めた場合は履行期間中であっても、速やかに提出するものとする。 

(2) 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に既設獣害

防護柵に関する資料を貸与するものとする。 

(3) 報告書［Ａ４版］は 2 部作成し、監督職員に提出するものとする。また、成果品納入後

であっても成果品に誤りがある場合は、直ちに訂正するものとする。 

(4) 日報を作成し、作業内容ごとに実績と作業人員の人数を記録するものとする。また、監

督職員が提出を求めた場合は速やかに提出すること。 

(5) 受注者は、当該事業は傾斜地での作業が多く、足場が悪いことなどが予測されるため、

森林土木工事安全施工技術指針（林野庁森林整備部長通達、平成 15 年 3 月 27 日（令

和 6 年 11 月 1 日一部改正）を参考にして、常に安全に留意し現場管理を行い、災害

の防止を図ること。 

(6) 共通仕様書等および本特記仕様書に明示されていない条件等については、事前に監督職

員と協議すること。 

(7) 共通仕様書等および本特記仕様書に明示されていない事項であっても、業務実施上当然

必要と認められる軽微な事項については、受注者の負担で処理すること。また、本業務

中に第三者に与えた損害は受注者の負担とする。 

(8) 業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議のうえ決定すること。 

 

 



 

獣害防護柵点検 仕様書  
１． 名称 

下層植生回復モデル業務委託 
２． 場所 

米原市上丹生（一ノ谷） 
３． 施行 
〈1〉獣害防護柵点検について 
・獣害防護柵を見回りし、破損状況等を「点検シート」、「補修記録シート」に記録し、

報告すること。 
・獣害防護柵点検は、簡易な補修を含むものをいう。 
・簡易な補修とは、下記のような点検と並行して行うものを指す。 
（簡易な補修について） 

※上記以外にも、落枝等の除去なども簡易な補修とする。 
・点検項目が該当した場所には、リボンテープ等でマーキングし、次回以降の点検時に

目視で確認できるようにすること。 
  
〈2〉「点検シート」、「補修記録シート」の記載方法は下記のとおりとする。 
① 点検シートについて 
・支柱に関する破損は支柱番号を、ネットに関する破損は、支柱 No〇~No.〇ネットと

して備考欄に記載すること。 
・場所の欄には、「設置年度」を記載、日付、記録者の欄を記載の上、点検シートをつ

けること。 
・補修をした場合、備考欄にその旨を記載すること。 

点検項目 補修基準 簡易な補修 
浮き 地際とネット下端に 20cm 以上の

隙間はないが、簡単につま先が入

る程度まで持ち上がる。 

アンカーの打ち込み。 
※獣等により、被害が続くようであればネットを

這わせ 2 重にするなどの工夫を施す。 
下あき ネット下端が地際から 20cm 以上

持ち上がる。 
たるみ ネット高が 180cm 以下 支柱キャップにロープを 2 重に巻きつけるなどし

てネットを張る。 
穴 ネットに穴があいている。 ネットを追加して穴をふさぐ。 
傾き 支柱が少し傾いて斜めになってい

る。 
支柱にロープを結んで引っ張り起こし、立木ま

たはアンカー等に固定する。 



〈点検項目一覧〉 
破損規模 点検項目 基準 
小規模 浮き 地際と下端に 20cm 以上の隙間はないが、簡単につま

先が入る程度まで持ち上がる。 
下あき ネット下端が地際から 20cm 以上持ち上がる。 
たるみ ネット高が 180cm 以下。 
穴 ネットに穴があいている。 
傾き 支柱が少し傾いて斜めになっている。 

大規模 倒れ 支柱やネットが大きく傾いて斜めになっている。 
壊れ ネットが外れたり支柱が曲がったり柵が壊れている。 

 侵入 足跡、毛、獣道など侵入した痕跡がある。 
 各項目の詳細は下記のとおりとする。 
 〇「浮き」（箇所数） 
  地際に固定されているネットに関して、つま先が入る程度(20cm 未満)に持ち上がる

か点検すること。 
〇下あき（箇所数） 
ネット（スカートネットも含む）が地表より 20cm 以上開いているか点検すること。

20cm 以上開いている場合は、原因についてわかる範囲で備考欄に記載すること。 
  例）獣道や食痕などが付近にあることから獣によるものと想定される。 

〇たるみ（箇所数） 
ネット高（地上高）が 180cm 以下まで下がっていないか点検すること。仮に 180cm

以下まで下がっている場合、備考欄にネット高(地上高)を記載すること。また獣等のネ

ット乗り越えの有無、ネットに毛がついていないを確認し、備考欄に記載すること。原

因についてわかる範囲で備考欄に記録すること。 
〇穴（箇所数） 
穴が空いているか点検すること。穴がある場合は、その直径を備考欄に記載すること。

また、原因についてわかる範囲で備考欄に記録すること。獣による噛み切りが原因の場

合、穴と同時にたるみが発生している可能性が高いため確認すること。 
〇傾き（箇所数） 
 支柱やネットが傾いて（斜めになって)いるか点検すること（再設置を要さない程度）。 
〇倒れ（箇所数） 

   支柱やネットが大きく傾いて（斜めになって）いるか点検すること（再設置を要する

程度）。倒れている場合は、原因についてわかる範囲で備考欄に記録すること。 
〇壊れ（箇所数） 
ネットが外れたり支柱が曲がったりして壊れているか点検すること。壊れている場

合は、原因についてわかる範囲で備考欄に記録すること。 



〇侵入 
柵内に獣を確認した場合はもちろんのこと、獣道や糞塊、食痕など痕跡を確認した場

合も、記録すること。×：柵内への足跡、獣道がある △：痕跡等から疑わしい 
  
② 補修記録シートについて 
・支柱に関する破損は支柱番号を、ネットに関する破損は、支柱 NO.〇～No.〇を記載

し、数量総括表を参考にして備考欄に補修を行った内容を簡単に記載すること。 
・必要（使用）資材について、記載し、破損状況がわかる写真、作業状況がわかる写

真、作業後の写真を添付すること。 
・大規模な補修については 1 箇所あたり 1 枚作成すること。 
※簡易な補修については作成を求めないが、下記の基準により写真管理を行うこと。 

 
４． 写真管理については下記のとおりとする。 

 
 
 
 
  

 内容 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 
 
 

現地調査

（点検） 

点検作業 点検シートの項目を確

認し、記録する。 
作業状況 作業前 

作業中 
延長 200m 毎に 1 回 

簡易な補修 
（小規模破損） 

点検と並行して行う

小規模破損の補修。 
作業状況 作業前 

作業中 
作業後 

作業 5 か所毎に 1 回

（監督職員と協議し

変更することができ

る） 
侵入 足跡・毛・獣道など

進入した痕跡を確認

し、記録する。 

記録対象 確認時適宜 該当箇所毎に 1 回 



 



①浮き：下が20cm未満開いている、つま先が簡単に入る(箇所数） ②下あき：下が20cm以上開いている(箇所数）

③たるみ：ネット高が180cm以下（箇所数） ④穴　：穴が空いている（箇所数・直径）

⑤傾き：支柱が少し傾いて斜めになっている(箇所数) ⑥倒れ：支柱や網が倒れて(斜めになって、少し曲がって)いる（箇所数）

⑦壊れ：柵が完全に壊れている

⑧侵入：足跡、けもの道などの侵入痕跡がある×:侵入痕跡ｱﾘ△:疑わしいものｱﾘ

⑨写真：点検中写真、補修写真

場所： 日付

記録者

支柱No. ①浮き ②下あき ③たるみ ④穴 ⑤傾き ⑥倒れ ⑦壊れ ⑧侵入 ⑨写真 備考

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

100-110

110-120

120-130

130-140

140-150

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

210-220

220-230

230-240

240-250

250-260

260-270

280-290

290-300

小規模破損 大規模破損

獣害防護柵点検シート(参考)



①浮き：下が20cm未満開いている、つま先が簡単に入る(箇所数） ②下あき：下が20cm以上開いている(箇所数）

③たるみ：ネット高が180cm以下（箇所数） ④穴　：穴が空いている（箇所数・直径）

⑤傾き：支柱が少し傾いて斜めになっている。(箇所数) ⑥倒れ：支柱や網が倒れて(斜めになって、少し曲がって)いる（箇所数）

⑦壊れ：柵が完全に壊れている

⑧侵入：足跡、けもの道などの侵入痕跡がある×:侵入痕跡ｱﾘ△:疑わしいものｱﾘ

⑨写真：点検中写真、補修写真

場所： 日付

記録者

支柱No. ①浮き ②下あき ③たるみ ④穴 ⑤傾き ⑥倒れ ⑦壊れ ⑧侵入 ⑨写真 備考

0-10 2 ③No.3(170cm),No4(160)

10-20 1 ②No12-13:補修済

20-30 1 1 ④No.24-25:30cm補修済

30-40 4 ⑦：No34~37：降雪による支柱折れ：再設置済

40-50

50-60 1 1 1 ①：No.52~53補修済 ③④：No:59径20cm補修済

60-70 2
③：No65~67:140cm 補修済
柵外に糞あり、柵内確認、獣なし

70-80 2
⑥：No.77~79　斜めになり、高さを保てないため再
設置

80-90

90-100

100-110

110-120

120-130

130-140

140-150

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

210-220

220-230

230-240

240-250

250-260

260-270

280-290

290-300

獣害防護柵点検シート(参考)　記載例

小規模破損 大規模破損



点検日
浮き 下がつま先が入る程度(20cm未満)にあ

いている

補修箇所No. 位置　　
下あき 下が20cm以上あいている

補修内容種類
たるみ ネット高さが180cm以下

穴 穴があいている

ネット類 使用量 針金類 使用量 支柱類 使用量 アンカー類 使用量 倒れ 支柱やネットが大きく傾いて斜めになっ
ている。

ネット 番線 AF支柱 ペグ
壊れ 柵が完全に壊れている

針金 小アンカー
侵入 足跡、けもの道などの侵入痕跡がある

×:侵入痕跡ｱﾘ△:疑わしいものｱﾘ

結束バンド 大アンカー
前回チェッ
クあり

前回チェックのテープあり

ロープ

※備考欄

獣害防護柵補修記録シート(参考)

補修実施の場合

補修前、補修中、補修後の写真をつけ

使用した部材を上記に記載する

補修実施の場合

補修前、補修中、補修後の写真をつけ

使用した部材を上記に記載する



点検日：20××年〇〇月〇〇日
浮き 下がつま先が入る程度(20cm未満)にあ

いている

補修箇所No. 位置　　　　NO.〇〇
下あき 下が20cm以上あいている

補修内容種類 支柱再設置
たるみ ネット高さが180cm以下

穴 穴があいている

ネット類 使用量 針金類 使用量 支柱類 使用量 アンカー類 使用量 倒れ 支柱やネットが大きく傾いて斜めになって
いる。

ネット 番線 AF支柱 1 ペグ
壊れ 柵が完全に壊れている

針金 小アンカー
侵入 足跡、けもの道などの侵入痕跡がある×:

侵入痕跡ｱﾘ△:疑わしいものｱﾘ

結束バンド 大アンカー
前回チェッ
クあり

前回チェックのテープあり

ロープ

※備考欄

獣害防護柵補修記録シート(参考)記載例

・支柱折れアリ
・支柱撤去
・支柱設置
・支柱基礎打ち込み
・支柱キャップはめ込み

補修実施の場合

補修前、補修中、補修後の写真をつけ

使用した部材を上記に記載する

補修実施の場合

補修前、補修中、補修後の写真をつけ

使用した部材を上記に記載する

補修実施の場合

補修前、補修中、補修後の写真をつけ

使用した部材を上記に記載する



獣害防護柵点検業務　と　獣害防護柵補修業務　フローチャート (参考)

点検（+簡易な補修)業務 補修業務

点検

「点検シート」を確認しながら、獣害防護柵を見回り

浮き、下あき、たるみ、穴など

を確認した場合

（小規模破損）

②簡易な補修

アンカーの打ち込み、ネットの追加

などにより補修する

①「点検シート」

確認した状況を記載

※点検シート（記載例）を参照

倒れ、壊れなどを確認した場合

（大規模破損）

①「点検シート」

確認した状況を記載

※点検シート（記載例）を参照

③「補修計画（実施）シート」

写真：箇所毎に1回
補修前、補修中、補修後の写真を

添付して報告。

※補修計画シート（記載例）を参照

柵内に鹿などの獣が侵入した痕跡（獣

道や食痕など）を確認した場合

①「点検シート」

確認した状況を記載

※点検シート（記載例）を参照

③柵外への追出しの実施

柵内に獣が残っているのを

確認した段階で監督員へ相談、

協議の上実施すること。

②「補修計画シート」

写真：箇所毎に1回
痕跡の写真を添付し、報告。

②補修作業

資材をもとに補修作業

を行う。

③「補修計画（実施）シート」

写真：作業箇所5か所つき1回
補修前、補修中、補修後の写真を

添付して報告。

※補修計画シート（記載例）を参照

柵内に獣が残ってい

ることを確認した場合



ロープ（張り用）
PE製8㎜同等以上の
強度を有するもの

ロープ（押さえ用）
PE製6㎜同等以上の
強度を有するもの

柵内

柵外
　支柱
（参考） 柵内

柵外

アンカー　400mm以上　返しあり
1mに1か所を地際ネットの外側と内側に設置

(正面図 1:50 )

( 側面図 1:50 )

( 平面図　1:50 )

1.0m程度

50cm程度

支柱
地上高
2m程度

ネット高さ
1.8m以上

ネット取付け
・ポールキャップ
・結束バンド
・PPロープ　　等

20㎝以上

打込み深
50cm程度

地際から1m分はステンレス線入り
または同等の強度を有するもの

獣害防護柵設置　標準図

ネット高さ
1.8m以上

(正面図 1:50 )

結束バンド等で
１～２箇所程度とめること

支柱間隔3m以下

スカート部(20cm以上)



植生調査 仕様書 

調査時期 

9 月～10 月中に行うこと。 

 

植生調査方法 

対象樹木を表１に、対象樹木の位置を図 1 に、対象樹木の写真を図 2に示す。 

対象樹木の樹高、食害の数を記録し、写真（遠景・近景）を提出すること。 

樹木の樹高は、地面から最も高い枝葉の高さを計測する。食害は、枝葉がかじられた跡

（図 3）の数を記録する。遠景写真は、記載例と同様の角度で樹木の根元から頂端までの

高さがわかるよう、赤白ポールを対象となる樹木の隣に立てて撮影する。近景写真は食害

の状況がわかるように撮影する。 

調査結果は、「追跡調査表」に記載し、表１の各樹木につき 1枚作成すること。 

  その他の詳細事項については監督員が事前に指示を行うため、従うこと。 

 

表 1 対象樹木 一覧  

No. 樹種 樹高  食害 経度 緯度 柵内外 

1 フサザクラ 1.6  〇 136.373588 35.287589 柵内 

2 フサザクラ 1.8  △ 136.373553 35.287553 柵内 

3 フサザクラ 0.4  × 136.373547 35.287626 柵外 

4 フサザクラ 0.1  × 136.373516 35.287588 柵外 

5 フサザクラ 1.4  △ 136.374740 35.286849 柵内 

6 フサザクラ 1.2  〇 136.376885 35.289431 柵内 

7 チドリノキ 1.0  〇 136.376962 35.289680 柵内 

8 サワシバ 0.7  〇 136.374754 35.287658 柵内 

〇…食害なし △…食害あり（伸長あり） ×…食害あり（伸長なし） 

 

 

 



 

図 1 対象樹木位置 
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No. 遠景 近景 
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No. 遠景 近景 
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図 2 対象樹木 

 

3 



  

図 3 食害の例 

 



No.　 ：8

調査地： 滋賀県米原市上丹生　霊仙山

樹　種： サワシバ

位　置： 35.287658 N 、136.374754 E

実施日 樹高（ｍ） 食害状況

R6.10.11 0.7 〇

R7.10.30 0.9 ○

R8

R9

R10

食害状況： 〇：食害なし
△：食害あり（伸長あり）
×：食害あり（伸長なし）

備　考

追跡調査表(記載例)

遠景 近景

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R6.10.11 R7.10.30 R8 R9 R10

樹
高

樹高（ｍ）



R9

R10

R7.10.30

R8

日付 遠景 近景

R6.10.11

写真帳


